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日本における植民地統治思想の展開(I)

--「六三問題」・「日韓併合」・「文化政治」・「皇民化政策」ー一
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結語

序 言

戦前期日本の植民地統治の基本方針は「同化主

義」「同化政策」であったと考えられている。概

していえばそれでよい。しかし，それが，一貫し

たかつ意識的な統治思想であり統治政策であった

かとあらためて問い直せば，なお考えなければな

らないことは多いように思われる。

いま北海道，沖縄，千島を別にすれば， 日清戦

争ののち明治28(1895)年の台湾領有により， 日本

は近代的「植民地帝国」として出発することにな

った。しかし，のちに後藤新平が回顧していうと

ころによれば（注 1)， 「台湾領有の時に其政策の助

けとなるべき我国民の経験といふものは何ものも

無かったと申しても差支ないのであります」「此

台湾領有に付て何等かの準備行為といふものがあ

ったかと云ひますと，文明的植民政策の準備行為

と云ふものは殆どないと申して宜いのである，是

は樺山総督に交付されたる所の伊藤総理大臣の訓

令などを見ても俄か椿へであることが分る」。そ

れゆえにかえって，先進列強の政策を模倣し追随

する姿勢が強かったともいえる。後藤はまたこの
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点を「台湾に於ても当初は一も二もなく仏国アル

ゼリの政策を最良のものとし，是を模倣して失敗

し」たと批判し，「児玉ー後藤政治」期に入って

その統治方針が確定したことを誇ったのである。

しかしまた， 中村哲が要約するように， 「後藤新

平はフランス的植民地政策を排して英国的政策を

採用したものであると自ら語り，ひとも之を信じ

てゐるが，後藤の実施した政策が必らずしも英国

的といはれるやうなものではなかったやうに，ま

たそれ以前の政策がフランスの一時代の同化主義

を模倣したといふことも言へないのである」（注2)。

およそ一国の植民政策には各々必ずその特色を

有する。「俄か椿へ」で台湾領有にのぞんだ後発

植民地帝国・日本は，台湾における試行錯誤を通

じて「日本的」植民地経営のプロト・タイプを獲

得し，帝国の拡大と時代の変化に応じてそのモデ

ル・チェンジを試みた。われわれは， この「日本

型」植民地経営に支配的であった主要な統治思想

の展開を 4つのキイ・タームを用いて検討しよう

とする。いわく「六三問題」，いわく「日韓併合」，

いわく「文化政治」，いわく「皇民化政策」。

この 4つのキイ・タームは，いうまでもなく，

日本の植民地統治政策そのものの主要な転換点を

象徴している。われわれはこの 4つのタームの検

討を通して， 日本の植民地統治の法的な枠組の変

遷をも合せて概観しようとした。しかし，これは

副次的な課題であって，当然ふれるべくしてふれ

ていないトピックスを多く残している。
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Ⅰ　内地延長主義と植民地主義
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本稿では，台湾，朝鮮，樺太の「純外地」ない

し「領内外地」のみを対象とし， とくに台湾と朝

鮮に論を集中した。関東州，南洋の「準外地」な

いし「領外外地」，さらにその外周に位置する「満

洲」， 戦時占領地， 等々に対する思想と政策につ

いては，また別に考えなければならない（注3)。

（注1) 後藤新平（中村哲解題）『13本植民政策

一斑・ 13本膨張論』日本評論社 1944年本文篇 46

ページ以下。

（注2) 同上書解題篇 6ページ。

（注3) 「日本植民地帝国」の「日本内地」を中心

とする重層的構造の概念については，山本有造「植民

地経営」（中村隆英・尾高煙之助編『二重構造』岩波

書店 1989年） 237ページ。

I 内地延長主義と植民地主義（注l)

ー一いわゆる「六三問題」をめぐって一一

1. 六三法の成立

明治28(1895)年 4月の台湾領有より約 1年，明

治29年 3月31日勅令第88号「台湾総督府条例」に

より台湾統治体制がいわゆる「軍政」から「民

政」段階に移行することになり，これと併行して

台湾立法制度の確立が要求された。時の（第2次）

伊藤内閣は「台湾二施行スヘキ法令二関スル法

律」案をとりまとめて，第 9帝国議会に提出し

た。同法律案の全文は次のとおりである（注2)。

第 1条 台湾総督ハ其／管轄区域内二法律／放

カヲ有スル命令ヲ発スルコトヲ得

第 2条前条ノ命令ハ台湾総督府評議会／議決

ヲ取リ拓殖務大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フヘシ

台湾総督府評議会／組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定

ム

第 3条 臨時緊急ヲ要スル場合二於テ台湾総督

ハ前条第2条／手続ヲ経スシテ直二第 1条／

日本における植民地統治思想の展開(I)

命令ヲ発スルコトヲ得

第 4条前条二依リ発シタル命令ハ発布後直二

勅裁ヲ請ヒ之ヲ台湾総督府評議会二報告スへ

シ

勅裁ヲ得サルトキハ総督ハ直二其ノ命令ノ将

来二向テ妓カナキコトヲ公布スヘシ

第 5条現行ノ法律又ハ将来発布スル法律ニシ

テ其J全部又ハ一部ヲ台湾二施行スルヲ要ス

ルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

この法律案の骨子は， 台湾において法律（憲法

上法律事項を規定した法令）を要する場合におい

て，台湾総督はその管轄区域内に法律の効力をも

つ「命令」を発布することができるとし，帝国議

会のもつ立法権の一部を包括的に台湾総督に委任

することを要求するものであった（注3)。また同時

に，現行または将来の国内法の台湾への施行を原

則として否定し，その施行には別に勅令を要する

ことを規定した。

明治憲法による政治秩序がようやく確立しつつ

ある当時において，新領土・台湾に憲法が及ぶか

否かは，台湾統治の開始にあたって政府の直面し

た根本的問題のひとつであった。なかでも，統治

に必要な法律をだれが制定するか。明治憲法はそ

の第 5条に凡て法律は帝国議会の協賛を経るを要

することを定めていた。しかし，政府としては，

「内地」に施行することを主眼として制定された

法律を歴史風俗習慣の異なる台湾にそのまま施行

することは統治政策上不適当であり，かつまた台

湾に随時施行するを要する新法律を現地事情に通

じない民党議員にいちいち審議されることを好ま

なかった。ここに政府は，一種の便法として，台

湾への憲法適用を一部にかぎる「折衷説」ないし

「部分施行説」を取った。「例ヘバ天皇ノ大権ノ如

キハ，主権ノ移動卜即時二台湾ヘハ行ハレテ居ル，
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併ナガラ其他憲法2章以下ノ臣民／権利，徴兵J

義務，租税／義務卜云フヤウナモノハ行レテ居ナ

イ」となし，非施行部分である法律事項に関する

立法行為については，帝国議会の制定する「外地

法令法」により包括的に台湾総督の「命令」に委

任しうるという解決法を見出したのである（注4)。

同法案は衆議院で先議されたが，民党議員の一

部はこれを憲法に違反するものとして政府委員

（台湾民政長官）水野遵に論戦をいどんだ。その要

点は次のようにまとめられる。

（イ） 日本の領土であるならばその新l日を問わず

憲法の全面的適用をうける。

（口） したがって憲法第 5条「天皇ハ帝国議会／

協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」により，植民地に

関する立法はすべて帝国議会の協賛を要す

る。

（ハ） また，憲法第 8 条•第 9 条によれば，法律

命令は天皇のほか之を発する大権を有せぬは

ずであって，台湾総督に一般民政上の諸般に

関する「命令」大権を付与することは憲法に

反する。

ただし，攻める民党議員，守る政府委員が明確

な法理論をもって武装していたかどうか。議事録

を見るかぎりははなはだあやしいのであって，

むしろ議案審議の過程を通じて双方の理論構成が

固まっていったといってよいであろう。また攻撃

する民党議員の内部も，伊藤内閣との提携をめぐ

る政党間のかけひきにからんで合従連衡をくりか

えし，議事運営を複雑にした。

第 9帝国議会（以下，「議会」）は明治28(1895)年

12月25日に召集されたが， 日清戦争終結後はじめ

ての議会であり，遼東半島をめぐる三国干渉，朝

鮮における閲妃殺害事件，台湾での住民蜂起とい

う緊迫した状況の下で開会された。またこの議会
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の政治的特徴は，長く対立をつづけた藩閥勢力と

政党勢力が始めて提携宣言を公表して議会運営に

あたったことにある。すなわち議会第 1党の自由

党は，重要法案，予算案の内示と板垣退助の入閣

を条件として伊藤内閣との妥協・提携をはかった

のである。 これに対して，（国民協会を除く）改進

党，革新党，太平倶楽部，中国進歩党，財政革新

会の野党会派は「対外強硬論」をもって政府に攻

撃をかけ，開会冒頭には遼東半島返還問題の内閣

の責任を追求して，内閣弾劾上奏案を提出した

(103票対170票で否決）。また第 9議会の末期，明治

29(1896)年 3月 1日には，改進党が小会派を結集

して進歩党を形成し，自由党と拮抗する議席数を

占めるに至った。したがって上記議案に対して

も，肥塚龍，市島謙吉，高田早苗ら改進党＝進歩

党系の諸議員が強硬に反対の論陣を張り，自由党

は傍観する態度を示したのである。

提案説明と予備質疑ののち，同法案は特別委員

会に附託されたが，同委員会は緊急勅令における

例にならって，第 6条に次の条項を追加する修正

案を可決した（注5)。

第 6条本法二依リ発布シタル法律ハ次回ノ帝

国議会二提出シ其ノ承諾ヲ求ムヘシ若シ帝国

議会二於テ否決シタルトキハ総督ハ将来二向

ッテ其ノ奴カヲ失フコトヲ公布スヘシ

この条項に反対し，議会の空気を悪いと見た政

府は，委員会が修正案を本会議に上程する直前 3

月24日にいたり突然「台湾二施行スヘキ法令二関

スル法律案，右議院法第30条二依リ撤回ス」とし

て法案そのものを撤回してしまった。この行為は

議会工作とくに自由党に対する根まわしの時間か

せぎと見られたが，事実，撤回から 2Hを経た 3

月26日に至り再度同一法案を提出した。この手続

については，政府の意図があまりに露骨であると
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して一部の反対を一層あおったが，再度特別委貝

会に附託された時点では自由党をだきこんでほぼ

大勢は決していた。

特別委員会は多数決をもって政府案を可決し，

「此法律ノ第 1条，即チ『台湾総督ハ其管轄区域

内二法律J効カヲ有スル命令ヲ発スルコトヲ得』

斯ノ如ク規定スル以上ハ，総督ノ発スル所ノ命令

ハ即チ法律デアルカラシテ，憲法卜抵触スルコト

ハナイト云フ意見ヲ以テ全体ヲ決シタ諜デアル」

と説明した（鳩山和夫委員長報告）。「併ナガラ斯ノ

如キ事ハ永久ノ事柄トシテ執ルベキ所ノ政策デナ

イト云フ所カラシテ，此法律J施行期限ノ年限ヲ

定メテ」（同報告），原案に次の第 6条を追加する修

正案を提出した。

第 6条 此法律ハ施行ノ Hヨリ満三箇年ヲ経夕

ルトキハ其放カヲ失フモノトス

この修正案は即H衆議院本会議において賛成多

数で可決され，ついで貴族院に送られて明治29年

法律第63号（いわゆる法律63号あるいは六三法） と

して 3月30日公布され， 4月 1日 （「台湾総督府条

例」と同時に）施行された。

2. 六三法延長問題

六三法が 3カ年の時限立法として成立した事情

は上のとおりであり，政府と議会の妥協の産物で

あった。政府は当面台湾統治にフリーハンドを得

て実質を取り，議会は「斯ノ如キ事ハ永久ノ事柄

トシテ執ルベキ所ノ政策デナイ」との言質を得て

将来に含みを残した。

こうして，六三法をめぐる学理的ならびに政策

的論議は法案成立と同時に議場をとびだし，広く

学界，司法界，政界で争われた（注6)。ただし，結

論を先取りしていえば，ひとたび誕生した六三法

の生命力はきわめて強く，以後50年にわたる日本

植民地支配の法制的根幹となる。しかしここでは

H本における植民地統治思想の展開(I)

まず，法案成立の明治29(1896)年からその内容に

一部改訂が行なわれた明治39(1906)年にいたる六

三法の第 1期を，各関係議会すなわち第13, 第

16, 第21, 第22議会での主要論点にしぼってサー

ベイすることとする（注7)。

明治29年第 9議会で成立した六三法が始めて期

限切れを迎えあらためて期間延長を求めたのは第

13議会においてであった。この第13議会に先立つ

明治31(1898)年 2月，第 4代台湾総督に児玉源太

郎が就任し後藤新平が民政局長（のち民政長官）に

任命されて，いわゆる「児玉ー後藤政治」が始っ

たことは，台湾統治史上の画期的事件であった。

のちに，「台湾に於ける日本産業資本主義の移植

と，その勢力の確立とは，大概において， 1898年

より 1905年に到る『児玉ー後藤政治』時代に完成

された」と謳われることになるが（注8)，一方その

強力的統治には批判も強かったのである。第13議

会においてこの批判を代弁したのが，前台湾総督

府の高等官であった水野遵（前民政局長），伊沢修

二（前学務部長）らであったことは興味深い。彼ら

は今回は貴族院議員として政府委員・後藤新平を

批判する立場を取った。特に伊沢は，まず特別委

員会において，立法上幾多の疑義を有し暫定的時

限法として成立した本法のごときの期限延長は不

可とし，いわば「内地法延長主義」の立場から，

同法案の撤回を主張した。さらに本会議において

は，総督の律令をチェックする立場にある「評議

会」が総督の属僚会議に堕している現状を指摘

し，その改組を提案した（注9)。本法案が衆議院に

送付されるや，旧改進党系の憲政本党議員を中心

に律令運用の可否について論議された。とくにこ

の直前に発せられた緊急律令「匪徒刑罰令」につ

いては，その内容が法治主義に反するものとして

非難が集中した（注10)。六三法に対する全面的批判

う
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者・花井卓蔵は，「（1）憲法に所謂立法事項を台湾

総督に委任するが如きは憲法の解釈上妥当なら

ず，（2）実際政治の上より見るもかかる重大なる権

力を台湾総督に与ふることは不穏当なり」（山崎

丹照）（注11) と問題点を要約した。これら 2点は，

つづく第16議会においてもくりかえし議論された

ところであるが，結局，憲法論議はすでに第 9議

会において結着しており，また台湾総督に一定権

力を付与することは当面台湾統治の実際上不可欠

であるとの政府説明が大勢を制したのである。

第16議会は明治34(1901)年末に開会し，六三法

の第 2回目の期限延長案が提出され，明治35年 3

月法律第20号により再度 3カ年の延長が決定され

た。なお第16議会の審議中に特に注目すべきは，

衆議院特別委員会に出席した児玉総督が，本法期

限延長の必要理由を説明するとともに， 「今回の

延長満期後は，本法の継続案は提出せず，次回迄

に台湾統治の方針を決定し，台湾統治に関する立

法制度を確立せんことを言明したこと」であった

（注12)

かくして， 3年後の明治37~38(1904~1905)年

の議会には，六三法に代わるどのような政府案が

示されるかに関心が集まった。しかしその前，明治

37(1904)年2月H露開戦となり，台湾総督・児玉源

太郎大将が満洲軍総参謀長として出動したため，

「六三問題」の解決は一時棚上げとなり，「平和ヲ

克復シ総督ノ帰朝ヲ待ッテ更二新領土二恰当ナル

規定ヲ設ケントス」という理由書を付して 3度目

の期限延長案が第21議会に提出されたのである。

これに対しては，政府の食言・無能を攻撃して

衆議院において激しい討議がなされたが，その間

に行なわれた「植民地」論争は，その後の外地統治

の基本姿勢を明らかにするうえで重要であった。

新附地・台湾を統治する基本方針としてこれを
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「日本化」するかまたは「植民地化」するか。六

三法制定当初においては政府においても明確な方

針があったとは思われないが，概していえば，い

ずれは日本本土と同様の領士とするが，当面は属

地として別個に考えるというものであった。しか

し慣習・文化の相違が明らかになるにつれて，政

治・法制の日本化もむずかしいという認識が徐々

に強くなった模様で，すでに第16議会において児

玉総督も「純然タル植民地」でいくニュアンスの

答弁を行なっていた。この方針は，第21議会の冒

頭，大石正己の質問に対する桂首相の答弁によっ

て明確になった。

大石質問「先ツ台湾ヲ統治スルニハ，台湾卜

云フモノヲ現在及将来如何ナルモノニスルカ，

即チ日本本土卜同様ナル領土ニシテ，之ヲ改良

進歩スル，所謂日本化スルト云フ方ニシテ，往

クノ方針デアルカ，若クハ殖民地トシテ唯土人

ヲ満足サセ，若クハ士匪ヲ鎮滅シテ往クト云フ

位J仮ノ仕事デ来リッ>アルカ」。

桂首相答弁「即チ内地同様ニスルカ殖民地ニ

スルカトイフ事柄二付イテ御答ヘイタシマス無

論殖民地デアリマス内地同様ニハ往カヌト考へ

マス」。

領台10年目にして政府は，台湾統治の基本原則

を植民地主義・分離主義でいくことを鮮明にした

のであった。これに対し議員の多くは反撥を示し

た。桂発言に対し「吾々議員トシテ実ニゾットス

ル」という反応は，一部には「殖民地」という言

葉に対する感情的反撥とともに，暫定法たる六三

法が永久化し議会審議権が制約されることへの不

快を示したものであった。

結局， 3度目の期間延長は，明治38年3月 713 

法律第42号により「明治29年法律第63号ハ同法第

6条ノ期限後二於テ平和克服ノ翌年末日迄切其ノ
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妓カヲ有ス」とされた。

しかして日露戦争の終結とともに，法律63号は

明治39(1906)年12月31日をもってその効力を失う

ことになり，新たな台湾統治法制のあり方が，第

22議会の主要議題となった。

3. 六三法から三一法へ

春山明哲が指摘するように，六三法をめぐる攻

防は，一面において藩閥・軍閥と議会・政党の攻

防であった。委任立法制により新領土・台湾を議

会の制肘から自由化し，総督武官制により台湾を

陸軍の権限内に置こうとする勢力に対して，これ

を議会権限の制約，政党政治への障害とする勢力

が「憲法」を楯にいどんだこの論争は，明治憲法

体制にどのように植民地を組み入れるかという，

国家体制の根幹にかかわる問題を含んでいたとい

える。

明治38(1905)年12月，第22議会開会の直前，桂

内閣に代わって（第 1次）西園寺内閣が成立し，内

務大臣に原敬が就任した。台湾統治の制度改革が

約束された第22議会にあたって，台湾主務大臣に

「政党指導者の中では珍しく 『植民地』に持続的

関心を払った」（春山明哲）といわれる原敬が就い

た意味は，上記との関連においても興味深い。

明治39(1906)年 3月22日，政府は「明治29年法

律第63号二代ハルヘキ法律案」を議会に提出した

（注13)

第 1条 台湾二於テハ法律ヲ要スル事項ハ勅令

ヲ以テ規定スルコトヲ得

第 2条 法律ノ全部又ハ一部ヲ台湾二施行ヲ要

スルモ Jハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第 3条 台湾総督J発シタル律令ハ俯其ノ放力

ヲ有ス

同法案はまず貴族院に提出され，その提案理由

を原敬は次のように説明した。 (1)台湾における法

日本における植民地統治思想の展開(I)

律事項は従来の総督命令に代えて中央政府より発

する勅令を以てする。 (2)緊急の場合の命令の条文

を除く。 (3)台湾総督府評議会の規定は削除する。

(4)従来の如き法律の有効期限を付さない。

ここに原は，従来の「律令原則主義」から「勅

令原則主義」へ，植民地立法原則の転換を図った

のである。 そして原の真意が， 「総督限リデ律令

ヲ発布イタシマシタノヲ今回ハ勅令ヲ以テ中央ヨ

リ発布スル」ことにして総督権限を縮小し，主務

国務大臣の責任を拡大することにあったことは，

彼の一貫した「内地延長主義」（これは植民地住民

に対する内地同化主義と植民地権力に対する内地包括

主義の二面性をもつ）からも当然であった（注14)。

しかしこの制度改革の試みは，（イ）勅令副署を総

督が行なうという政府説明を違憲とする法律論，

（口）改革を期待する「衆議院ノ感情如何ヲ察シテ」

議論することを不快とする貴族院の体面，そして

多分，より実質的には，い植民地権力の内地化＝

内地吸収をきらう陸軍および総督府勢力の反対に

包囲されて挫折した（注15)。

結局，貴族院の反対と妥協した政府＝原内相

は， 3月25日にいたって原案を撤回し，その翌26

Hl日法律63号と同名かつほぽ同内容の法律案を上

程することとなった。

第 1条 台湾二於テハ法律ヲ要スル事項ハ台湾

総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得

第 2条前条ノ命令ハ主務大臣ヲ経テ勅裁ヲ請

フヘシ

第 3条 臨時緊急ヲ要スル場合二於テハ台湾総

督ハ直二第 1条ノ命令ヲ発スルコトヲ得

前項ノ命令ハ発布後直二勅裁ヲ請フヘシ若

勅裁ヲ得サルトキハ台湾総督ハ直二其ノ命令

ノ将来二向テ奴カナキコトヲ公布スムシ

第 4条 法律ノ全部又ハ一部ヲ台湾二施行スル

7 
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ヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第 5条 台湾総督ノ発シタル律令ハ俯其ノ放カ

ヲ有ス

附則 本 法 ハ 明 治40年 1月ヨリ之ヲ実施ス

これに対して貴族院特別委員会は次の修正案を

採択し，同本会議もこれを可決した。

第 5条 第 1条ノ命令ハ第 4条二依リ台湾二施

行シタル法律及特二台湾二施行スル目的ヲ以

テ制定シタル法律及勅令二違背スルコトヲ得

ス

第 6条 台湾総督ノ発シタル律令ハ俯其ノ放カ

ヲ有ス

附則 本 法 ハ 明 治41年 1月 1Hヨリ之ヲ施行シ

明治44年12月31日迄其ノ放カヲ有スルモノト

ス

同法案を送られた衆議院においては，政府の軽

率・不誠実を非難する討論が行なわれたが，結局

多数決をもって貴族院案が通過し，明治39年法律

第31号「台湾二施行スヘキ法令二関スル法律」と

して 4月 10日公布された（以下法律31号または三一

法と略称する）。

新三一法は 1日六三法にくらべて，（イ）律令の効力

が法律，勅令の下位に置かれることを明示したこ

と，（口）すでに形骸化した評議会の議決を不要とし

たこと，い）有効期限を 5年間としたこと，のほか

実質的変更はなく，六三法の立法精神をそのまま

引きついだものといってよい。

新三一法もまた，旧六三法と同じく，その成立

過程での激しい議論にもかかわらず，成立と同時

に強い生命力を発揮した。有効期限を 5年とされ

た三一法は，明治44年法律第50号「明治39年法律

第31号中改正法律」でその期限を明治49(1916)年

12月31Hまでとされ， さらに大正 5(1916)年法律

第28号により重ねて大正10(1921)年12月31日まで

8 

有効とされた。

六三法およびその継続法たる三一法に抜本的改

正が加えられたのは，原敬内閣の下，大正10年法

律第 3号「台湾二施行スヘキ法律二関スル法律」

（略して法律 3号ないし法三号）によってであった。

同法は，その第 1条「法律ノ全部又ハ一部ヲ台湾

二施行スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」により台

湾においてもまた内地同一の法律を施行すること

を原則とし，これを制約する勅令ないし律令を例

外とした。

領台いらい 25年，原敬内相の改革動議から15

年，台湾法令法は「律令主義」から「内地法延長

主義」へと転換し，以降「終戦」時にいたるまで

の台湾統治法の基本となる。

（注 1) 本節に関して参照した主要文献は以下のと

おりである。

(:(） 台湾法制全般について，外務省条約局第 3課

『外地法令制度の概要』（「外地法制誌」第 2部） 1957

年／同『台湾の委任立法制度』（同第3部の 1)1958

年／同『律令総覧』（同第3部の 2) 1959年／同

『日本統治下50年の台湾』（同第 3部の 3)1964年／

山崎丹照『外地統治機構の研究』高山書院 1943年。

（口） 「六三問題」については， H）の諸書のほか，中村

哲『植民地統治法の基本問題』日本評論社 1943年／

春山明哲・若林正丈『日本植民地主義の政治的展開

1895年ー1943年＿その政治体制と台湾の民族運動

一ー』（「現代中国研究叢書Jl8)アジア政経学会 1980 

年，とくに第 1編「近代H本の植民地統治と原敬」

（春山明哲稿）／江橋崇「植民地における憲法の適用

—明治立憲体制の一側面ーー」（『法学志林』第82巻

第3・ 4号 1985年4月）。

V) 「六三法」の沿革ならびに各議会における審議

内容については，内閣記録局『台湾二施行スベキ法律

其ノ沿革拉現行律令』 1915年／台湾総督府『台湾二施

行スヘキ法令二関スル法律其／沿革誼現行律令』 1921

年／外務省条約局法規課『台湾二施行スヘキ法令二関

スル法律（六三法，三一法及び法三号）の議事録』

（「外地法制誌」第 3部附属） 1966年。なお，第2は第

1の増補版，第3は第2のうち「議会速記録」の部分
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を復刻したものである。以上3つを合せて，慣例に従

い（中村前掲書 72ページ／春山・若林前掲書

21ページ）『律令議事録』 と略称するが， 本稿での引

用は第 3による。

に） その他，伊藤博文編『秘書類黛・台湾資料』同

刊行会 1936年（復刻版 原書房 1970年）。以下

『台湾資料』と略記し， 原書房復刻版によって引用す

る。

（注 2) 本節での法律（案）の条文の引用は，特に

注記する場合以外は，上記『律令議事録』による。

（注3) 台湾総督に委任されたこの「命令」を一般

には「律令」と通称した。また，同様に朝鮮総督に委

任された「命令」は「制令」と通称して両者を区別し

た。

（注 4) 同法律案に先立ち，台湾統治法の基本原則

の策定に政府がどのような試行錯誤をくりかえした

か，今日知られるところは少ないが，若干の基礎資料

は『台湾資料』その他に散見される。

うち特に重要な資料は，軍政解体・民政実施にとも

なう「台湾総督府官制案」などとともに台湾総督の立

法権を最初に規定した試案「台湾条例案」ならびにこ

の修正案と推測される「台湾統治法」草案であろう。

同条例案はその第 2条に「総督ハ立法会議ノ議定及勅

裁ヲ経テ其ノ管轄区域内二法律ノ奴カヲ有スヘキ総督

府令ヲ発スルコトヲ得」と規定し，（のちに 63号法律

となる）上記法律案の原初的形態を示している。

この「台湾条例案」および「台湾統治法」の 2草案

が上記 (63号）法律案に対して著しい特徴をなしてい

るのは， 「63号のそれが台湾における立法のみを規定

しているのに対して，前二者はひろく行政，司法，財

政について規定し，あたかも台湾憲法の如き法の構成

を示していること」（中村哲），また「立法会議」に広

い権限を与えて一種の植民地議会とし，植民地の自主

性を認める姿勢を示していることである。台湾統治法

の最初の草案がこうした植民地自治の色彩を有してい

たことはのちとの関連で注目しておいてよい。

以上については，中村 前掲書 60~71ページ／外

務省条約局法規課『台湾の委任立法制度』 30~32ペー

ジ，参照。

（注5) この特別委員会の記録は『律令議事録』に

はない。この条項は，中村前掲書 76ページによ

る。

（注6) 「六三問題」論争に参加した人々を， 春山

明哲は次の 4グループに分類した。

日本における植民地統治思想の展開(I)

(1) 帝国議会議員

(2) 「高野孟矩事件」支援のグループ（「高野事件..J に

ついては，中村前掲青 85~86ページ参照）

(3) 在台日本人植民者

(4) 法曹界・法学界の人々，ことに憲法・行政法を専

門とする公法学者

これらについては，春山・若林前掲書 10ページ

以下，参照。

（注7) 行論の便宜のため六三法ならびに継承法の

帝国議会での審議要項を以下に一覧表にまとめてお

く。

六三法および継承法の帝国議会における審議一覧

明治29年法律第63号 第 9回
伊第第山 22 藤次次

明29(1896) 明29(1896)
3. 3) 4 • 1 

（明治32年法律第 7号） 第13回
明32(1899)

第 1 県次
2 • 7 

（明治35年法律第幻号） 第16回
明350902)

桂 3 • 11 
（明治38年法律第42号） 第21回 ＂ 

明38(1905)
3 • 7 

明治39年法律第31号 第22回

●酉第第大閾抒l22 次寺次次• 

明390906) 明40(1907)
4 • 10 1 • 1 

（明治44年法律第50号） 第27回
明440911)

3 • 29 
（大正 5年法律第28号） 第37回

大 5(1916) 
3 • 17 

大正10年法律第 3号 第44回 原
大10(1921) 大11(1922)

3 • 14 1 • 1 

1議会 1内閣 I公布 1 施 行

（注 8) 大蔵省管理局『日本人の海外活動に関する

歴史的調査』台湾篇第 1分冊 36~37ページ。

（注 9) 「台湾総督府評議会」は， 明治29年3月31

H勅令第89号をもって「章程」が発布された。同章程

第2条によれば，その任務は，法律63号第 2条による

律令を議決するのほか，

「総督ノ諮詢二依リ左／事項二付意見ヲ答申ス

ー．予算及決算

二．重大ナル土木工事ノ設計

三．人民／請願ニシテ特二重大ナルモノ右／外総督

ニ於テ必要卜認メ特二諮詢スル事項J

と，かなり広い権限を与え，一種の植民地議会的性格

を内包していた（本節（注 4)「台湾統治法」案におけ

る「立法会議」規定参照）。 しかしこれらは， 明治30

年5月勅令第 161号，明治31年6月勅令第 107号によ

る改定により削除され，評議会の議題の範囲は律令の

審議のみに限られ，形骸化した（外務省条約局法規課

『台湾の委任立法制度』 10~11ページ）。

またその構成員について，伊沢議員は，当初におい

ては各部長が民政長官に拮抗する人物を集めていた

が，官制改正とともにこの種の人物が無くなり，属僚

会議になり下ったと批判した（『律令議事録』 182ペー

ジ）。

，
 



Ⅱ　保護国論と併合論（以上，本号）

Ⅲ　同化主義と自治主義（以下，次号）

Ⅳ　一視同仁・一億一心

結語
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同評議会は，結局，後述法律第31号の制定とともに

廃止され，代って「律令審議会」なる補助機関が設け

られることとなった（明治41年1月府令第 1号）。

（注10) 「匪徒刑罰令」 とその問題点については，

中村前掲書 81~82ページ。

（注11) 山崎前掲書 337ページ。

（注12) 同上藷 338ページ。

この言明は明治 35(1902)年2月5H午後，児玉が

「秘密会」を要求して行なった「政略上」の説明にお

いて行なわれたもので，速記録には記載されていな

い。しかしその後の委員会および本会議の質疑によっ

てその大要はうかがわれる。特に委員会最終H2月25

Hの議論（『律令議事録』 132ページ以降）を見よ。

（庄13) 以下三一法成立にいたる経過については，

主に，山崎前掲書 340~344ページによる。

（注14) 原敬の「内地延長主義」については，のち

に本稿第m節 2. （次号）でふれる。

（注15) 以上の反対論については，春山・若林前

掲書 36~39ページ。

なお，いに関連して，総督府の児玉ー後藤ラインの

構想した制度改革案とそれに対する原の反対論に関す

る春山の指摘は重要である。

II 保護国論と併合論（注1)

ー一いわゆる「日韓併合」をめぐって一一

1. 朝鮮（韓国）保護化（注2)

明治38(1905)年11月17H調印の（第2次）「日韓

協約」により韓国は日本の「保護国」となった。

以後，明治43(1910)年 8月29日「韓国併合」の施

行にいたる約 5カ年弱の間を，一般に「保護政

治」または「統監政治」期という。「H韓協約」

の全文は次のとおりであった（注3)。

H本国政府及韓国政府ハ両帝国ヲ結合スル利害

共通ノ主義ヲ挙固ナラシメンコトヲ欲シ韓国ノ

富強／実ヲ認ムル時二至ル迄此目的ヲ以テ左ノ

条款ヲ約定セリ

第 1条 H本国政府ハ在東京外務省二由リ今後

韓国／外国二対スル関係及事務ヲ監理指揮ス

IO 

ヘク日本国ノ外交代表者及領事ハ外国二於ケ

ル韓国J臣民及利益ヲ保護スヘシ

第 2条 日本国政府ハ韓国卜他国トノ間二現存

スル条約ノ実行ヲ全ウスルノ任二当リ韓国政

府ハ今後日本国政府ノ仲介二由ラスシテ国際

的性質ヲ有スル何等ノ条約若ハ約束ヲナササ

ルコトヲ約ス

第 3条 日本国政府ハ其代表者トシテ韓国皇帝

陛下ノ関下二 1名ノ統監（レジデント・ゼネラ

ル）ヲ置ク統監ハ専ラ外交二関スル事項ヲ管

理スル為メ京城二駐在シ親シク韓国皇帝陛下

ニ内謁スルノ権利ヲ有ス日本国政府ハ又韓国

ノ各開港場及其他日本国政府ノ必要卜認ムル

地二理事官ヲ置クノ権利ヲ有ス理事官ハ統監

ノ指揮ノ下二従来在韓国日本領事二属シタル

一切ノ職権ヲ執行シ並二本協約ノ条款ヲ完全

二実行スルタメ必要トスヘキ一切ノ事務ヲ掌

理スヘシ

第 4条 日本国卜韓国トノ間二現存スル条約及

約束ハ本協約ノ条款二抵触セサル限総テ其効

カヲ継続スルモノトス

第 5条 日本国政府ハ韓国皇室ノ安寧卜尊厳ヲ

維持スルコトヲ保証ス

右証拠トシテ下名ハ各本国政府ヨリ相当ノ委

任ヲ受ケ本協約二記名調印スルモノナリ

明治38年11月17日

特命全権公使林権助

光武 9年11月17日

外部大臣 朴斎純

ところで， この協約が一般に「日韓保護協約」

と通称されるにかかわらず，本文中に韓国「保

護」ないし「保護化」の一字も用いられていない

ことは注目に値する。
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日本が韓国にたいする「指導・監理及保護」の

権利を公然の外交文書で主張したのは，明治38

(1905)年 8月12日調印の日英同盟拡張協約（第2次

日英同盟）第 3条，ならびに同 9月 5日調印の日露

講和条約（ボーツマス条約）第 2条においてであっ

た。次に後者の条文のうち冒頭関係部分を掲げる。

第 2条 露西亜帝国政府ハ日本国力韓国二於テ

政事上，軍事上及経済上／卓絶ナル利益ヲ有

スルコトヲ承認シ日本帝国政府力韓国二於テ

必要卜認ムル指導保護及監理ノ措置ヲ執ル

二方リ之ヲ阻凝シ又ハ之二干渉セサルコトヲ

約ス

「五百年の歴史を有する李氏朝鮮の運命が，遠い

西半球に於ける民主国の軍港内の倉庫を改造した

ー室で，唯一人の朝鮮人を交えることを許さず決

定したと云ふ事実は，記憶して置く価値がありま

す」。 田保橋潔のこの言葉もまた， これが語られ

た時と場所とともにわれわれの記憶に止める価値

があろう（注4)。

もちろん， 日本政府の韓国「保護化」方針が日

露開戦以前，明治36(1903)年12月30日閣議決定

「対露交渉決裂ノ際H本J採ルヘキ対清韓方針」

においてほぽ固まっていたこと， H本の韓国「保

護化」の実質が日露開戦直後の明治37(1904)年 2

月23日調印「日韓議定書」に始まること， 「保護

国」韓国に対する基本方針が同 5月31H閣議決定

「帝国J対韓方針」により決定することについて

は，これまでの諸研究が明らかにしている。

「帝国ノ対韓方針」の全文は次のようである

（注5)

帝国ハ韓国二対シ政治上及軍事上二於テ保護J

実権ヲ収メ経済上二於テ益々我利権ノ発展ヲ図

Jレヘシ

理由

H本における植民地統治思想の展開(I)

韓国ノ存亡ハ帝国安危ノ繋ル所ニシテ断シテ之

ヲ他国ノ呑鹿ニー任スルヲ得ス（中略）挨二 H韓

議定書ノ訂結二依リ新二両国ノ関係ヲ約定シ加

フルニ征露ノ皇師頻リニ捷ヲ奏スルト共二韓

国ノ上下ハ益々我二信頼スルノ状アリト呈モ而

カモ該国政治ノ靡爛セル人心ノ腐敗セル到底永

ク其独立ヲ支持スル能ハサルハ明瞭ナルヲ以テ

我邦二於テハ宜シク政治上軍事上並二経済上漸

次該国二於ケル我地歩ヲ確立シ以テ将来再ヒ糾

紛ヲ醸スノ憂ヲ絶チ帝国自衛ノ途ヲ完フセサル

ヘカラス蓋シ帝国ハ日韓議定書二依リ或ル程度

ニ於テ保護権ヲ収ムルヲ得タルモ尚ホ進ンテ国

防外交財政等二関シー層確実且ツ適切ナル条約

及設備ヲ成就シ以テ該国二対スル保護ノ実権ヲ

確立シ且ツ之卜同時二経済上各般ノ関係二於テ

須要ノ利権ヲ取得シテ着々其経営ヲ実行センコ

ト当務ノ急ナリト信ス

ここでは，すでに朝鮮が実質上の「保護国」で

あることを前提として，今後「尚ホ進ンデ」（イ）国

防外交財政上に一層確実なる「保護ノ実権」を確

立するとともに，（口）経済上には「須要ノ利権」を

取得することが朝鮮経営の方針であると表明され

ている。そしてこの方針は，以降， 3つの「日韓

協約」にそった 3つの段階を経て，朝鮮「保護

化」を完成に導くに至る（注6)。

(1) 第 1次H韓協約（明治3打 1904〕年8月22日調

印）ー一日本政府の推駕する顧問による韓国

の財政権及外交権への干渉，いわゆる「顧問

政治」の開始。

(2) 第 2次日韓協約（明治3紅 1905〕年11月17日調

印）一一統監および理事官の設置と韓国外交

権の剥奪，いわゆる「統監政治」の開始。

(3) 第 3次日韓協約（明治40(1907〕年7月24H調

印）一—•統監による韓国立法権・行政権の泰,,

I I 
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奪いわゆる「次官政治」による韓国内政権

の完全掌握。

2. 「保護国論争」（注7)

朝鮮「保護化」が， H本・朝鮮の支配・従属関

係に新段階を画するものであることは，当時すで

に明白であった。ところで「保護国」とは何か。

それは，たとえば「之を見て妹邦と為し，之を誘

導し，之を招助し，之を訓戒する事を主とする」

関係（竹越与三郎）と表現されたが（注8)，しかしそ

の国際的とくに国際法学的意味について，一般に

はほこんど知られていなかったと見てよい（注9)。

日露戦争に満洲軍総司令部国際法顧問として従

軍し，当時わが国国際法の権威と目された有賀長

雄は，朝鮮「保護化」が確定するやただちに筆を

取って『保護国論』（早稲田大学出版部明治39年刊）

を著し， H本の行為の正当性を国際法的論理をも

って証明しようとした。

本書はのちに， 「単に保護国の法理を研究する

に止まらず，韓国の国際法的地位を詳密に究明

し， 日本の対韓政策の根拠と方向とを且つ明らか

にし且つ含蓄された」 ものとして， 「この方面に

於ては恐らくは日本人の世界に誇り得る唯一の業

績であらう」（金持一郎）と評価される（注10)。しか

し，本書のもつ意義は，むしろ（近年あらためて田中

慎ーにより発掘されたように）立作太郎との保護国論

争を通じて保護国の何たるかを啓蒙し「学者とし

て時務に貢献すること」に存したといえよう（注11)。

有賀長雄『保護国論』とそれをめぐる有賀・立

「保護国論争」は， 保護国一般に関する学理的解

釈の問題と同時に， （それを通して）朝鮮保護化に

関する政策的提言の問題を含むためにその内容と

意義を要約することはむずかしいが，本稿におい

てはもっぱら，朝鮮政策をめぐる保護国論争にし

ぼって整理したい（注12)。

I 2 

まず有賀は「保護国は外交上の流行文字にして

人，常に之を口にするも，其の意義に至ては頗る

不定に属し，列国の間に保護国を以て称せらる>

もの少からずと雖各，其の保護者たる国に対する

関係を異にし二者として全く同ーなるはなし，又

同一国にして終始同一の状態を維持するもの少な

く，其の保護者たる国に対する関係は時に変化あ

り」（「保護国の研究」 55ページ。以下， 有賀， 立の論

稿は注12に列挙してあるもの） とし， 保護国につい

ての諸実例および諸学説をふまえつつ「保護国類

別論」を展開する。有賀はその結果を 4種類に類別

したが，要点をまとめれば第 1表のごとくである。

ついで朝鮮の現実を検討した有賀は，朝鮮が第

2種保護国に属するものと結論する。こうして朝

鮮は「主権を完全に具有するも自ら之を行使する

能力を欠乏する国」であり， 「列国に対して文明

国交の義務を尽すこと能はさるか故に，特に其の

国をして永く独立の地位を完ふせしむることに利

害の関係を有する強国（＝日本一ー引用者）が，其

の国の承諾を経て之に代り主権の一部分を行使す

る」（『保護国論』 178ページ）のが朝鮮保護化である

という。

いうまでもなく，朝鮮の類別そのことが有賀の

目的ではなかった。朝鮮が第 2種保護国の類型に

属するという理解を通じて， 日韓保護関係の現在

および将来を洞察しようとするのがその主要な意

図であった。有賀の展開した（そして立の批判から

浮び上った）諸論点のうちから，今日のわれわれの

関心をひくいくつかを挙げる。

(1) 日韓協約により日本の保護国となりたる韓

国は国際法上の地位として独立国たるか否

か。

(2) 日本の韓国に対する保護関係の樹立はいか

なる目的に出たるものであるか。
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H本における植民地統治思想の展開(I)

第 1表有賀長雄による保護国の 4類別

保護国の類別 1 保護国の代表的事例

第 1種保護国 サン・マリノ共和国

モナコ公国

モンテネグロ公国

阿富汗国

玖馬共和国

第 2種保護国 タヒチ王国

東捕塞王国

安南王国

チュニス君主国

マダガスカル王国

埃及藩

アイヲニヤ諸島

ツランスヴァール

第3種保護国 英吉利の印度帝国に属

する土人諸国

保護関係の諸特徴

①国際法上における被保護国の地位

①「主権を完全に享有し且自ら之を行使する国」

②保護関係の内容

②「能保護国より……被保護国に向て内外に事あるとき兵力を以て保護を

晃すへきことを永遠に約束する•…••此の約束の形式如何は其の内容に関

係すること無し」

①「主権を完全に具有するも自ら之を行使する能力欠乏する国」

②「能保護国より被保護国に向て軍事上の保護を呈せんことを約するの外

に，能保護国は被保護国に代り其の主権の一部分を行使せんことを約束

する・・・・・被保護国は必す外交上の権利の行使を能保護国に委任せり，然

れども内国に対する自主権に至りては必すしも自ら之を行使するの能力

を欠くに非す」

「第二種保護国の関係の形式は必す条約を須つものとす……若し条約の

成条を立てさるに於ては必す条約に均しき効力を有する他の形式を取ら

さるへからす，即ち長期の慣行に基つく所謂既成事実是れなり」

①乃反令国際法上の一国に非さるも事実上に於て113来の歴史に依り君長あ

り，統一せる国民あるの体裁を為せる」「其の存立は全く保護者たる国

の存立中に埋没し，従て保護者たる国の主権以外に特立する何等の主権

を有せさる」

②「国際法に於て属国又は附庸国と謂へると全く同物にして•…••国際法よ

り見れは一国は如何なる形式を以て其の属国を支配するも全く自由に属

する j

第4種保護国 阿弗利加内地 ①「未た事実上に於て国家の外形を成せるもの奄も存せす，唯た一定の士

地に統ーなき蛮族の群生する」

②「無主の地域に向て設定する所の関係」

（出所） 田中慎一「保護国問題」（『社会科学研究』第28巻第 2号 1976年 7月） 140ページ。ただし，有賀長雄『保

護国論』早稲田大学出版部 1906年，「保護国事実編」および「保護国法理編」の第 1章 四種保護国の法理上

の区別 より作成。

(3) 将来において H本に必要止むを得ざる事情

をもって対韓政策に変更を加えんとする場

合，現在の保護関係の法理はこれに拘束力を

持つや否や。

次に，以上の諸点につき有賀長雄の言うところ

と立作太郎の批判点を敷術しよう。

第 1点。「日本か列国に対しても朝鮮国ソノモ

ノに対しても屡々韓国の独立及領士保全を担保す

と云ふことを誓ふて居るのは虚言てあるか，国は

虚言を吐ても善いものてあらふか」（「保護国論を

著したる理由」 2ページ）。この点は，かねて朝鮮

「保護化」の一つのアキレス腱をなした論点であっ

た。すなわち日本は，明治 9(1876)年「日朝修好

條規」の「朝鮮国ハ自主J邦ニシテ日本国卜平等

J権ヲ有セリ」以来，明治37(1904)年「日韓議定

書」の「大韓帝国ノ独立及領土保全ヲ確実二保証

スル事」まで一貫して朝鮮の独立を主張し，清国

の宗主権・ロシア帝国の保護権を排除する論理と

してきたからであった。したがって「H韓協約に

依り H本の第二種保護国と為りたる韓国は世界列

国の間に立ちて独立国たるの資格を有するや否，

是れ頗る重要にして難解の問題なり」（『保護国論』

13 



1991010016.TIF

216ページ）。有賀は（上にのべた第2種保護国の特徴

にてらして）「第二種保護関係の下に於ける被保護

国は第三諸国に対して之を云ふときは固より独立

にして，独り其の能保護国に対してのみ独立に非

す」（『保護国論』 222ページ，傍点省略，以下同じ）と

いう命題を見出し，これより「韓国は保護国にし

て独立国なり」（『保護国論』 216ページ）という結論

を引出したのである。

これに対し立は， 「独立二完全不完全等ノ程度

ヲ認ムル能ハスー国ハ独立国ナルカ然ラサレハ不

独立国ナルナリ」（「国家ノ独立卜保護関係」 35ペー

ジ）というまことに論理的な反論を有賀説になげ

かけた。そして，一国の独立は国際法上の権利能

力を必要条件とすることは当然であるが，同時に

行為能力を有して十分条件とする。したがってこ

うした十分条件を備えていない保護国は独立国た

りえない。結局，立は，朝鮮に対する独立保障と

保護化との間に調和をもとめた有賀の努力を徒労

にすぎないとし，「今日二於テハ韓国ノ事実上ノ

独立ナラサル地位ハ日韓両国間ノ条約ノ明文上二

於テモ何等ノ抵触ナシト謂フヲ得ヘキナリ」（国家

ノ独立卜保護関係」 41ページ）と結論した。

第 2点は， 「国と国との間に保護関係を生ずる

原因」（『保護国論』 1ページ）により保護国類別を

行なう有賀の類別論に対する立の批判から明らか

になった争点であった。まず有賀説によれば，第

2種保護国の起因は次のように説明される。「絃に

国あり，其の地域は世界交通の要路に当るを以

て，之を文明国交の列に加え，以て各国と通商交

通の道を開かしむる要あり，然りと雖，欧米多数

の国民と其の文明の系統を異にするが故に，或は

国土を開放することを拒み，或は之と通商交通す

る上に於て国際上の責任を完ふする力に欠くる所

ありとせんか，此の国に利害の関係最も多き強国

I4 

は，之を導きて世界列国の伴侶に入らしめ，而し

て其の交際上に於ける責任を全ふせしむる為，姑

＜之に代りて主権の一部を行ふに至るべし」（『保

護国論』 2ページ）。 しかして「韓国は第二種の保

護国たること多言を要せすして明瞭なりとす」

（『保護国論』 213ページ）というのであるから，我国

は韓国を「導きて列国の伴侶に進入せしむること

を目的」としたというのが有賀説となる。これに

対し「保護関係の起因と云ふ如き政治的事実は多

くの場合に於ては単に条約又は其他の公文書の字

句のみに依りては知るを得さる複雑なる事実なる

を以て保護国の法理的類別の基礎とするに適せさ

る」（「保護国の類別論」 29ページ）ものとする立は，

H本の朝鮮にたいする保護関係の起因について

も， 素直に， 「韓国の貧弱にして自ら衛る能はさ

る状態か東亜の禍乱の源となる恐あるを以て，国

防上経済上韓半島に特殊の利害を有する我国が自

己の利益防衛の為め韓国を扶植せん」としたこと

から朝鮮に対する保護関係が生じたのであって，

「対外関係に於て我国か両国の共通利益を外部に

対して擁護する必要あるより韓国の国際関係に於

ける行為能力に制限を加へ之を国際法上の保護

国」（「保護国の類別論」 28~29ページ）となしたもの

であると論じた。

以上の第 1点，第 2点の議論は，そのいきつく

ところ， 「保護国」朝鮮の将来に関する第 3の論

点を引出すことになった。

有賀は，この点でも「姑く学術上の一問題とし

て論究せんと欲する」態度を持し， 「韓国にして

果して第何種の保護国に属すと云ふこと明瞭なる

に至るときは欧州の列強が既往に於て同種の保護

国に向て取りたる各般の措置を参考し，其の実験

に照して我が措置を定むることを得べく，韓国将

来の立法司法行政を指導する上に多少の碑益あら
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ん」（「保護国の研究」 61ページ）と論ずるに止った。

これに対して立は，有賀のいう日韓関係第 2種起

因論を批判する延長上において，そもそも日韓保

護関係が「我国が自己の利益防衛の為め」設定さ

れたものである以上， 日本がその「利益上必要止

むを得ざる場合に於ては韓国をして現今よりも一

層列国との関係より遠からしむるの政策に出つる

こと」（「保護国の類別論」 28ページ）が可能である

とし，（有賀説がインプリシットに内包する消極説を否

定して）「此の如き政策上の方針に関して現在の保

護関係の法理は牽束を加ふるの力」なしとする積

極説を取った。立の批判を受けた有賀もまた，こ

の点については， 「韓国の如きも若し日本に反抗

し，遂に征服の師を加ふるの止むを得ざるに至る

ときは日本は之を第 2種より第 3種に下たすの権

利あり」（「保護国の類別論」 57ページ）と応ぜざるを

得なかった。

以上，有賀＝立論争を通じて，明治期を代表す

る国際法学者の日韓保護関係についての主要論点

を概観した。それでは，上述の 2人の立論を通じ

て有賀の立場がより学術的・学理的であり，立の

それがより政治的・実際的であったかといえば，

かならずしもそのようには結論できない。むしろ

有賀の苦心は， 日本による朝鮮保護国化を国際的

に合理化し正当化する努力にあったといえるので

あって，その目的はきわめて実際的であった。「世

治家は六ケ敷い問題に出くはすと有邪無邪の際に

胡麻化してしまふ，彼等は研究のひまがない，材

料も持たぬ， ソコデ学者か道理を付けてやる必要

がある，而かも其の道理は正正堂堂世界に公平し

て憚からないものでなければならぬ」（「保護国論

を著したる理由」 2ページ）。有賀にとっては国際

政治上の事実を「正しく」認識する手段として国

際法学が存在していたといえる。これに対して立

H本における植民地統治思想の展開(I)

は，政治的事実は国際法を媒介にしてはじめて国

際法的事実となるとし，国際法研究をむしろ純理

的に行なう立場を取る。そしてこのことが，現実

のH韓保護関係については，ある意味ではまこと

に素直な，そしてある意味ではストレートに侵略

主義的な発言となってあらわれた。有賀の若干の

躊躇にたいして， 立が， 「特別の事実か他動的に

発生せさるも韓国をして現今よりも一層列国との

関係より遠からしむるの政策」を取ることは 13本

の権利であり，「此の如き政策上の方針に関して

は現在の保護関係の法理は竜も我国を牽束する所

なきなり」（「保護国論に関して有賀博士に答ふ」 37ペ

ージ）と言い切る背景はここにあった。

有賀が陸軍に近く，立が外務省の主要なプレイ

ンであったというそれぞれの立場が，それぞれの

主張にどのように影響したかは，また別に考察し

なければならない。しかし明治期を代表する 2人

の国際法学者による「保護国」論争は，その立場

その主張の相違によってむしろ見事な役割分担を

果したといえる。「保護」から「併合」への道は.. 
有賀・立論争に代表される国際法解釈の深化とと

もに学理的準備をととのえつつあった。

3. 朝鮮（韓国）併合

明治43(1910)年 8月， 13本は最後の一歩を踏み

切って韓国の併合を断行した。同2213に調印さ

れ，同29日公布施行された条約第 4号「日韓併合

ニ関スル条約」の全文は次のとおりである。

H本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下ハ両国間／特殊

ニシテ親密ナル関係ヲ顧ヒ相互ノ幸福ヲ増進シ

東洋／平和ヲ永久二確保セシムコトヲ欲シ此ノ

目的ヲ達セムカ為ニハ韓国ヲ 13本帝国二併合ス

ルニ如カサルコトヲ確信シ絃二両国間二併合条

約ヲ締結スルコトニ決シ之力為日本国皇帝陛下

ハ統監子爵寺内正毅ヲ韓国皇帝陛下ハ内閣総理

Iぅ
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大臣李完用ヲ各其ノ全権委貝二任命セリ因テ右

全権委員ハ会同協議ノ上左ノ諸条ヲ協定セリ

第 1条 韓国皇帝陛下ハ韓国全部二関スル一切

ノ統治権ヲ完全且永久二日本国皇帝陛下二譲

与ス

第 2条 H本国皇帝陛下ハ前条二掲ケタル譲与

ヲ受諾シ且全然韓国ヲ H本帝国二併合スルコ

トヲ承諾ス

第3条 H本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下，太皇

帝陛下，型太子殿下並二其后妃及後裔ヲシテ

各其ノ地位二応シ相当ナル棺称，威厳及名誉

ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歳費

ヲ供給スヘキコトヲ約ス

第 4条 日本国皇帝陛下ハ前条以外ノ韓国皇族

及其ノ後裔二対シ各相当ノ名誉及待遇ヲ享有

セシメ且之ヲ維持スルニ必要ナル資金ヲ供与

スルコトヲ約ス

第 5条 日本国皇帝陛下ハ勲功アル韓人ニシテ

特二表彰ヲ為スヲ適当ナリト認メタル者二対

シ栄爵ヲ授ケ且恩金ヲ与フヘシ

第 6条 日本国政府ハ前記併合ノ結果トシテ全

然韓国ノ施設ヲ担任シ同地二施行スル法規ヲ

遵守スル韓人ノ身体及財産二対シ十分ナル保

護ヲ与へ且其ノ福利ノ増進ヲ図ルヘシ

第 7条 H本国政府ハ誠意忠実二新制度ヲ諄重

スル韓人ニシテ相当ノ資格アル者ヲ事情ノ許

ス限リ韓国二於ケル帝国官吏二登用スヘシ

第 8条本条約ハ H本国皇帝陛下及韓国皇帝陛

下ノ裁可ヲ経タルモノニシテ公布ノ日ヨリ之

ヲ施行ス

右証拠トシテ両全権委員ハ本条約二記名調印ス

ルモノナリ

明治43年 8月22日

統監 子爵寺内正毅
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隆熙 4年 8月22H

内閣総理大臣李完用

条約施行と同日付をもって「韓国併合二関スル

宜言」「（韓国併合二関スル）詔書」が発せられ， ま

た緊急法的措置として勅令およぴ緊急勅令が続発

せられた。勅令第 318号「韓国ノ国号ヲ改メ朝鮮

ト称スル件」，同第319号「朝鮮総督府設置二関ス

ル件」，同第324号「朝鮮二施行スヘキ法令二関ス

ル件」，同第326号「帝国憲法第70条二依ル財政上

必要処分ノ件」等がその主要なものである。なお

朝鮮内においては「各理事庁理事官二対スル統監

訓令」および朝鮮人民に対する「諭告」が発せら

れ，また前掲勅令第 324号にもとづく朝鮮総督の

命令すなわち制令第 1号「朝鮮二於ケル法令ノ効

カニ関スル件」以下が発布された。

このように「併合」措置がきわめてスムースか

つスピーディに進行したについては，第 3次H韓

協約締結以降すでに実質上の「併合」が始まって

いたからであった。したがって日本政府の併合方

針の決定がいつなされたのかを確定することはむ

ずかしいが，今日の通説はこれを明治42(1909)年

7月 6日の閣議決定「対韓政策確定ノ件」に求め

ている（注13)。すなわちその大方針の「第 1 適当

ノ時期二於テ韓国ノ併合ヲ断行スル事」である

（注14)。その後，同年10月26日の伊藤博文暗殺を経

て翌明治43(1910)年 5月30日第 3代統監寺内正毅

の着任により併合準備は着々すすみ，同年6月3

日の閣議決定「併合後ノ韓国二対スル施政方針決

定ノ件」により併合後の統治方針が決定する。同

方針13項目全文を次に掲げる。

ー．朝鮮ニハ当分ノ内憲法ヲ施行セス大権二依

リ之ヲ統治スルコト

ー．総督ハ天皇二直隷シ朝鮮二於ケル一切ノ政
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務ヲ統轄スルノ権限ヲ有スルコト

ー．総督ニハ大権J委任二依リ法律事項二関ス

ル命令ヲ発スルノ権限ヲ輿フルコト 但本命

令ハ別二法令又ハ律令等適当ノ名称ヲ付スル

コト

ー．朝鮮ノ政治ハ努メテ簡易ヲ旨トス従テ政治

機関モ亦此主旨ニヨリ改廃スルコト

ー．総督府J会計ハ特別会計卜為スコト

ー．総督府ノ政費ハ朝鮮ノ歳入ヲ以テ之二充ツ

ルヲ原則卜為スモ当分ノ内一定ノ金額ヲ定メ

本国政府ヨリ補充スルコト

ー．鉄道及通信二関スル予算ハ総督府ノ所管二

組入ルルコト

ー．関税ハ当分ノ内現行ノ儘ニナシ置クコト

ー．関税収入ハ総督府J特別会計二属スルコト

ー．韓国銀行ハ当分ノ内現行ノ組織ヲ改メサル

コト

ー．合併実行ノ為メ必要ナル経費ハ金額ヲ定メ

予備金ヨリ之ヲ支出スルコト

ー．統監府及韓国政府二在職スル帝国官吏中不

用ノ者ハ帰還又ハ休職ヲ命スルコト

ー．朝鮮二於ケル官吏ニハ其ノ階級二依リ可成

多数J朝鮮人ヲ採用スル方針ヲ採ルコト

「併合」後の朝鮮統治は，ほぼこの大綱にそっ

てすすめられた。台湾領有初期の混乱にくらべれ

ば，朝鮮併合はあらかじめ定められた基本方針に

そって整然と進められたことを特徴とする。この

10余年の間に， 日本は「植民地帝国」として大き

く「成長」していたのである。

4. 帝国の拡大と委任立法問題（注15)

日露戦争の結果日本は南樺太の割譲をうけ，っ

づいて朝鮮を併合し，台湾に加えてその植民地領

城を大きく拡大した。ここに再び新領土の法的地

位が問題となった。台湾に関する「六三問題」

H本における植民地統治思想の展開CI)

は，それぞれに特殊背景をもつ 3植民地全体にか

かわる問題に拡大したのである。

朝鮮併合に先立つ「施政方針」 13項目中に「朝

鮮ニハ当分ノ内憲法ヲ施行セス」と明記し，台湾

六三法にならって「総督ニハ大権／委任二依リ法

律事項二関スル命令ヲ発スルノ権限ヲ与フル」と

したことはすでに述べた。朝鮮版六三法たる緊急

勅令第324号「朝鮮二施行スヘキ法令二関スル件」

が併合条約と同日に発布された。その全文は次の

とおりである。

第 1条 朝鮮二於テ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮総

督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得

第 2条 前条ノ命令ハ内閣総理大臣ヲ経テ勅裁

ヲ請フヘシ

第 3条 臨時緊急ヲ要スル場合二於テ朝鮮総督

ハ直二第 1条ノ命令ヲ発スルコトヲ得

前項ノ命令ハ発布後直二勅裁ヲ請フヘシ若勅

裁ヲ得サルトキハ朝鮮総督ハ直二其命令ノ将

来二向テ妓カナキコトヲ公布スヘシ

第 4条 法律ノ全部又ハ一部ヲ朝鮮二施行スル

ヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第 5条 第 1条ノ命令ハ第 4条二依リ朝鮮二施

行シタル法律及特二朝鮮二施行スル目的ヲ以

テ制定シタル法律及勅令二違背スルコトヲ得

ス

第 6条第1条／命令ハ制令卜称ス

附則本法ハ公布／日ヨリ之ヲ施行ス

なお，同令は緊急勅令の手続の定めるところに

よりその直近の議会すなわち第27議会に承認が求

められたが，議会はそれを拒否し，その効力を失

うこととなった（明治44年勅令第30号）。しかし議会

の反対は，朝鮮総督に対する制令制定権を緊急勅

令の形式で与えることが「憲法の常規に戻り又立

法権を重むする所以にあらず」とするところにあ

17 
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り，結局議員提案により上と全く同一の内容の法

律案が議会に提出され，可決された。明治44年法

律第30号「朝鮮二施行スヘキ法令二関スル法律」

である。

第27議会においては，この朝鮮委任立法法案と

同時に台湾のそれ，すなわち三一法の第 1回期限

延長が提案可決されたことは前節で見た。ここ

に，台湾総督に対する「律令」制定権とならんで

朝鮮総督に対する「制令」制定権の付与が確立し

た。台湾の法律第31号にたいする朝鮮の法律第30

号の重大な相違は，前者が 5カ年の時限法である

のに対し後者が時限を付さない「永久法」として

成立したことである。

朝鮮併合の前後において朝鮮統治体制の成立に

力を奮ったのが（最後の統監で初代総督をつとめた）

寺内正毅であることはよく知られている。彼は

「台湾型」を参考にしながら「朝鮮の特殊な地位」

を強調してより一層強力な統治体制の確立をめざ

した。その一例が，陸海軍大将のみにかぎられか

つ天皇に直隷して上奏権をもつ朝鮮総督制であ

り，永久法として議会の製肘力の弱い律令制定権

であったといえる。

いわゆる「文化政治」の展開の下で，台湾の委

任立法制度は「三一法」から「法三号」へと質的

転換をとげたことは前節で見た。 1920年代以降

の台湾統治法令は， 「律令」を例外とし， 内地法

の延長施行を原則とすることに改められた。これ

に対し朝鮮はその後も一貫して総督命令すなわち

「制令」主義を脱しなかったのである。同じく，

武官総督制度の廃止によっても朝鮮総督のボスト

が陸軍から離れなかったことはよく知られる。

また朝鮮総督の「別格」たることはのち昭和 4

(1929)年拓務省設置をめぐる経緯がそれをよく物

語っている（注16)。

I8 

さて樺太に関してはかなり事情を異にした。明

治40(1907)年樺太の民政移管にあたって， 「外地

法令法」たる明治40年法律第25号「樺太二施行ス

ヘキ法令二関スル法律」が施行されたことは台湾

•朝鮮と一般であった。ただし，樺太において

は，（イ）総督制をとらず樺太庁長官とする，（口）同長

官は「樺太守備隊司令官タル陸軍将官ヲ以テ之二

充ツルコトヲ得」とし，初めから文官長官の任命

を可能とした。ハ同長官には委任立法権を与えず

内地法の延長施行を原則とする，などその統治体

制は台湾•朝鮮と大いに異なるものであった。

以上， 日露戦争後における日本の主要 3植民地

＝外地の統治法制を比較すれば，その原理におい

ては共通性をもちながら， 内地との「近隣度」，

植民地支配の「成熟度」， そして陸軍勢力の「浸

透度」などに応じて差異が生じ，また時代ととも

に差異は拡大した。概していえば，樺太一台湾一

朝鮮の序列で「外地性」が強まる（あるいは「内地

性」が弱まる）関係に排列されたといえる（注17)。

（続く）

（注 1) 本節でふれる朝鮮の「保護」および「併

合」については主に次の文献を参照した。

H) 朝鮮「保護」・「併合」の政治過程については，

山辺健太郎『日韓併合小史』岩波書店 1971年／渡部

学編『朝鮮近代史』勁草書房 1968年／鈴木敬夫「法

による支配ー一朝鮮における植民地統治法の成立過程

--」（1), (2)（『札幌学院法学』第2巻第2号 1985 

年12月，第3巻第2号 1986年12月） ／田中慎一「朝

鮮における土地調査事業の世界史的位置ーー帝国主義

・植民地的土地政策の特殊H本＝朝鮮的性格ーー」

(1), (2)（『社会科学研究』第29巻第3号 1977年8月，

第30巻第2号 1978年7月） ／多胡圭一「日本による

朝鮮植民地化過程についての一考察ー1904-1910年

におけるー」 (1),(2), (3)（『阪大法学』第90号 1974 

年3月，第94号 1975年3月，第101号 1977年1月）

／平野武「日本統治下の朝鮮の法的地位」（『阪大法

学』第83号 1972年12月） ／森山茂徳『近代日韓関係

史研究—朝鮮植民地化と国際関係ーー』東京大学出
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版会 1987年。

（口） 条約・協定・閣議決定などに関係する外交・内

政文書については，外務省条約局第四課『日本旧領域

に関係のあった条約』（「外地法制誌」第 1部） 1955年

／市川正明編『韓国併合資料』第 1~3巻原書房

1978年）。

い その他，朝鮮総督府『朝鮮J保護及併合』京城

1917年（改編複刊版『朝鮮の保護及び併合』中央日韓

協会・友邦協会 1956年） （原著は筆者末見）。

（注2) 李朝の太祖・李成桂が国を建てて国号を

「朝鮮」国と称したが， 第26代高宗・李煕が1897年10

月「大韓帝国」と改めた。本稿においては「朝鮮」

「韓国」を便宜的・交代的に使用する。

（注3) 以下，本節における条約その他公文書の引

用は，特に指定するもののほかは，市川 前掲資料に

よる。

（注4) 田保橋潔『朝鮮統治史論稿』朝鮮史編修会

1944年（復刻版 ソウル成進文化社 1972年） 8~

9ページ。本書は，昭和18(1943)年10月，満洲国大同

学院のメンバーを前にした，朝鮮総督府第 3会議室で

の講演に補筆したものである。

（注5) 山辺前掲書 155~156ページ。

（注6) 鈴木前掲論文 (1) 87ページ／田中前

掲論文 (2) 4ページ 第 9表ほか。

（注7) 本項の資料・立論は，田中慎一「保護国問

題—有賀長雄・立作太郎の保護国論争ー一」（『社会

科学研究』第28巻第2号 1976年7月）に多くを負っ

ている。合せて，田中慎一「保護国の歴史的位置―

古典的研究の検討ーー」（『東洋文化研究所紀要』第71

冊 1977年3月） ／田中慎一「朝鮮における土地調査

事業の世界史的位置ー一帝国主義・植民地的土地政策

の特殊H本＝朝鮮的性格ー」 (1), (2) （『社会科学研

究』第29巻第 3号 1977年8月，第30巻第2号 1977 

年7月）をも参照した。

（注8) 竹越与三郎「『妹邦』か『勝国』か」（同『比

較殖民制度』読売新聞社 1906年附録。初出は『読

売新聞』明治38年11月2日・ 4H)。

（注 9) 朝鮮「保護国」化の諸段階における当時の

新聞論調については， とりあえず，田中「朝鮮におけ

る土地調査事業の…...」 (2), 4 朝鮮保護国化政策

史，を見よ。

（注10) 金持一郎「我国に於ける植民政策学の発

達」（『経済論叢』第38巻第 1号 1934年1月）。

（注11) 有賀長雄 (1860~1921年） 1882年（東京）

H本における植民地統治思想の展開(I)

帝国大学文科大学哲学科卒業，東京専門学校（早稲田

大学の前身）講師。ベルリン大学にて政治哲学，欧州

文明史を学ぶ。枢密院議長秘書官をつとめていた1891

年陸軍大学校および陸軍経理学校より国際公法講義の

依頼をうけ国際法研究に従事。 H清戦争に際し第 2軍

司令部（大山厳司令官）国際法顧問として従軍。 1895

年9月フランス留学， 96年帰国後陸軍大学校，海軍大

学校の国際法教授。 1898年『外交時報』を創刊し主

筆，また同年学習院大学教授。 H露戦争に際し満洲軍

総司令部（児玉源太郎総司令官）国際法顧問として従

軍。 1912年哀世凱の政治顧問。

立作太郎 (1874~1943年） 1897年（東京）帝国大学

法科大学政治科卒業，大学院に進み国際公法専攻。

1900年ヨーロッパ留学（外交史研究）， 1904年帰国，

同年帝大法科教授， 1905年法学博士。小村寿太郎の推

薦により大学卒業とともに外務省に関係し，「嘱託」

として没年まで深くかかわった。とくに1904年外務省

「臨時取調委員会」委員として「保護国」に関する調

査にたずさわっていることは本論争との関係で重要で

ある。その著作・論文目録は『立博士外交史論文集』

（日本評論社 1943年）巻末に収められている。

以上，田中「保護国問題」 137ページ／田中「朝鮮

における土地調査事業の…...」 (1) 55~78ページ／一

又正雄『日本の国際法学を築いた人々』 H本国際問題

研究所 1973年，による。

（注12) 同論争に直接かかわる 2人の論著を列挙す

れば次のとおりである。

有賀長雄「保護国の研究」（『外交時報』第 99号

1906年2月）／同『保護国論』早稲田大学出版部 1906 

年9月／同「保護国論を著したる理由」（『国際法雑誌』

第5巻第2号 1906年10月） ／同「保護国の類別論」

（『外交時報』第llO号 1907年 1月）。

立作太郎「有賀博士の保護国論」（『外交時報』第107

号 1906年10月） ／同「国家／独立卜保護関係」（『国

家学会雑誌』第20巻第11号 1906年11月） ／同「保護

国の類別論」（『国際法雑誌』第 5巻第4号 1906年12

月） ／同「保護国論に関して有賀博士に答ふ」（『国際

法雑誌』第5巻第 6号 1907年2月）。

（注13) 韓国「保護」から「併合」への政策決定が

いつなされたかとともに，なぜなされたかも問われな

ければならない。概して，日本近代史＝ H本植民地史

が，「日韓議定書」から「日韓併合条約」にいたる＜連

続性＞を強調するあまり，「日本が朝鮮を『保護国』に

することで満足せず，なぜ『併合』したかという第一

I9 
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義的問題」（宮田節子）を無視する傾向にあったこと

は，今日なお反省されなければならない。宮田節子

「朝鮮の植民地化と反帝国主義運動」（『岩波講座•世

界歴史』第23巻岩波書店 1969年） 20ページ。

（注14) なお「併合」という用語の初出について，

「対韓政策確定ノ件」の原案を起草した倉知鉄吉（当

時外務省政務局長のち外務次官）が次のように述べて

いる。「因に日ふ， 当時我官民間に韓国併合の論少か

らざりしも，併合の思想未だ十分明確ならず，或は日

韓両国対等にて合ーするが如き思想あり，又或は澳匈

国の如き種類の国家を作るの意味に解する者あり，従

て文字も亦合邦或は合併等の文字を用ひたりしが，自

分は韓国が全然廃滅に帰して帝国領土の一部となるの

意を明かにすると同時に，其語調の余りに過激ならざ

る文字を選ばんと欲し，種々苦慮したるも遂に適当の

文字を発見すること能はず，因て当時未だ一般に用ひ

られ居らざる文字を選ぶ方得策と認め，併合なる文字

を前記文書に用ひたり，之より以後公文書には常に併

合なる文字を用ふること>なれり，乍序附記す」（春

畝公追頌会編『伊藤博文伝』下 同会 1940年 1013~ 

1014ページ）。

（注15) 本項については，第 1節（注 1),(1)にあげ

た諸書／春山・若林前掲書 39~43ページ／平野

前掲論文，等を参考にした。

（注16) 拓務省は外地統治のための中央統一機関と

して設置され，拓務大臣はすべての外地事務を統理す

ることが予定された。しかし朝鮮を他の外地と同列に

おいて拓務省の所管におくことには強い反対があり，

拓務省官制にも有形・無形の変更を与えた。け）拓務省

官制原案では「拓殖省J であったが，これでは朝鮮が

「殖民地」扱いをうけるものという反対により名称変

更がおこなわれた。（口）拓務省官制中，管理局，殖産

局，拓務局の 3局とならんで朝鮮部がおかれ（部長は

拓務次官）， 朝鮮は別格のあっかいを受けた。い拓務

20 

省官制上では拓務大臣が「朝鮮総督府，台湾総督府，

関東庁，樺太庁，及南洋庁二関スル事務ヲ統理」する

こととされ，同時にこれに合せて台湾総督府，樺太

庁，関東庁各官制に必要な改正が加えられたが，朝鮮

総督府官制には手がつけられず，結局，朝鮮総督に対

する拓務大臣の監督権は否定される形になった。以

上，平野前掲論文 76~77ページ参照。

（注17) ちなみに「準外地」ないし「領外外地」で

ある関東州租借地ならびに南洋群島委任統治地に関す

る憲法適用問題ないし立法問題については，次のよう

に要約される。

「我国が領土権を有せざる関東州及南洋群島に就て

であるが，此等の地域に対しては帝国憲法は行はれず

とするのが政府の見解のやうである。それは此等の地

域に於ては，憲法上の立法事項に付ても法律を以てせ

ず勅令を以て規定せられて居り，而も其の勅令を以て

したる場合に於ても，何等法律の委任あるを見ないこ

とに依って知られる。例へば明治41年勅令第 213号関

東州裁判事務取扱令は，関東州に於ける民事・刑事及

非訟事件に関する事項を規定したもので，其の内容は

原則として民法・刑法・非訟事件手続法其の他の法律

に依ったものであるが，其の形式は勅令である。事は

南洋群島に付ても同様であって，即ち大正12年勅令第

26号南洋群島裁判事務取扱令は，南洋群島に於ける民

事・刑事及非訟事件に関する事項を規定したもので，

其の内容は法律事項＿原則として民事・刑法・非訟

事件手続法其の他の法律に依ってゐる一ーであるが，

其の形式は勅令である。関東州及南洋群島に帝国憲法

が行はれるとせば，此の如きことは許さるべき限りで

はない。之は要するに此等の地域に対しては帝国憲法

は行はれず，従って此等の地域に対する統治は，天皇

大権の自由なる発動に依ると為すものである」（山崎

前掲害 5~6ページ）。

（京都大学教授）
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